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〔用語の説明〕 

 

グリーン購入法→p.55 

平成 13年 4月から施行された、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律」のことで、国等の機関にグリーン購入を義務づけるとともに、地方公共団体

や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めています。 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性を

よく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。 

 

コ・ジェネレーション→p.45 

石油やガスの一次エネルギーから、動力と熱、あるいは、電力と熱のように、二

種類以上の二次エネルギーを取り出すシステムのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプ配合製品を使用しています。 
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